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市のお知らせなど

１２月２８日（木）まで市内の協力医療機関、八王子市の一部医療機関で実施中

 
■
第
１
回
市
民
ま
ち
づ
く
り
会
議

 
﹇
日
時
﹈　

月　

日
�
午
後
２
時　

１０

２０

１５

分
か
ら
﹇
会
場
﹈
市
役
所
４
階
庁
議

室
﹇
予
定
案
件
﹈
調
整
会
の
運
営
に

つ
い
て
ほ
か
﹇
傍
聴
定
員
﹈
先
着　
１０

人
※
当
日
午
後
１
時　

分
〜
２
時
に

４５

市
役
所
３
階
ま
ち
づ
く
り
課
へ
﹇
問

合
せ
先
﹈
ま
ち
づ
く
り
課

■
平
成　

年
度
介
護
保
険
地
域
密
着

１９

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
夜
間
対
応
型

訪
問
介
護
・
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
・
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
）

の
指
定
に
関
す
る
説
明
会

﹇
日
時
﹈　

月　

日
�
午
後
４
時
か

１０

３１

ら
﹇
会
場
﹈
市
役
所
５
階　

会
議
室

５０４

﹇
問
合
せ
先
﹈
高
齢
福
祉
課
介
護
保

険
係

■
第　

回
東
京
都
都
市
計
画
審
議
会

１７５

﹇
日
時
﹈　

月　

日
�
午
後
１
時　

１１

１６

３０

分
か
ら
﹇
会
場
﹈
東
京
都
庁
第
一
本

庁
舎
特
別
会
議
室
Ａ
﹇
付
議
予
定
案

件
﹈「
東
京
都
市
計
画
用
途
地
域
」
ほ

か
※
詳
細
は
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（ht

tp://w
w
w
.m
etro.tokyo.jp

）
ま

た
は
問
い
合
わ
せ
を
﹇
傍
聴
定
員
﹈

　

人
※
申
込
多
数
の
場
合
は　

月
７

１５

１１

日
�
に
都
庁
で
公
開
抽
選﹇
申
込
み
﹈

　

月　

日
�
（
消
印
有
効
）
ま
で
に

１０

３１

往
復
ハ
ガ
キ
で
。
往
信
用
裏
面
に
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、

〒　

―
８
０
０
１
東
京
都
都
市
整
備

１６３
局
都
市
計
画
課
（
�　

・
５
３
８
８

０３

・
３
２
２
５
）
へ

■
ひ
の
っ
子
す
く
す
く
プ
ラ
ン
（
日

野
市
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
）

平
成　

年
度
事
業
評
価
及
び
、
平
成

１７

　

年
度
年
次
計
画
を
公
開

１８
　

子
育
て
支
援
に
関
す
る
総
合
計
画

「
ひ
の
っ
子
す
く
す
く
プ
ラ
ン
」は
、

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
り
計
画
を

推
進
し
て
い
く
た
め
の
推
進
協
議
会

で
、
毎
年
プ
ラ
ン
全
事
業
の
年
次
計

画
を
策
定
し
、
年
度
末
に
は
そ
れ
に

基
づ
く
評
価
・
検
証
を
行
い
、
そ
の

結
果
を
次
年
度
に
つ
な
げ
、
プ
ラ
ン

の
見
守
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

度
、
２
回
の
推
進
協
議
会
を
経
て
、

平
成　

年
度
事
業
評
価
及
び
、
平
成

１７

　

年
度
年
次
計
画
が
承
認
さ
れ
ま
し

１８た
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成　

年
度
事
業
評
価
・
平
成　

１７

１８

年
度
年
次
計
画
に
対
す
る
ご
意
見

は
、
Ｅ
メ
ー
ル
（ jidouf@

city.hi
no.lg.jp

）
ま
た
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（　
５８３

・
４
１
９
８
）
で
子
育
て
課
へ
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課

■ 
外  
国  
人  
学  
校  
児  
童 
・ 
生  
徒 
の 
保  
護 

が
い 
こ
く 
じ
ん 
が
っ 
こ
う 
じ 
ど
う 

せ
い 
と 

ほ 

ご

 
者 
に 
対 
す
る 
補  
助  
金 

し
ゃ 

た
い 

ほ 
じ
ょ 
き
ん

　

市
内
に
在
住
の
外
国
人
学
校
（
各

種
学
校
の
う
ち
外
国
人
を
対
象
と
し

て
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に
相
当
す

る
教
育
を
行
う
学
校
）
に
在
籍
し
て

い
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
に
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

﹇
補
助
金
額
﹈
１
人
月
額
５
千
円
※

日
野
市
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ

れ
、
ま
た
は
登
録
さ
れ
て
い
た
期
間

の
月
数
分
﹇
申
請
方
法
﹈
前
期
分（
４

〜
９
月
）
は　

月　

日
�
、
後
期
分

１１

１５

（　

〜
３
月
）
は
３
月　

日
�
ま
で

１０

１５

に
、
申
請
用
紙
（
市
役
所
４
階
企
画

調
整
課
で
配
布
）
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
各
学
校
で
在
籍
及
び
授
業
料

納
付
済
証
明
書
を
受
け
、
〒　

―
８

１９１

６
８
６
日
野
市
役
所
企
画
調
整
課
へ

﹇
問
合
せ
先
﹈ 
企  
画  
調  
整  
課 

き 
か
く 
ち
ょ
う 
せ
い 
か

■
「
日
野
市
地
域
防
災
計
画
」
を
修

正
　
「
日
野
市
地
域
防
災
計
画
」の
平
成

　

年
度
修
正
版
が
で
き
ま
し
た
。

１７
　

一
昨
年
の
新
潟
県
中
越
地
震
、
昨

年
の
福
岡
県
西
方
沖
地
震
等
大
き
な

地
震
が
立
て
続
け
に
発
生
し
、
昨
年

の
７
月　

日
に
は
千
葉
県
北
西
部
を

２３

震
源
と
し
た
地
震
で
、
都
内
の
一
部

で　

年
ぶ
り
に
震
度
５
強
を
記
録
し

１３
ま
し
た
。

　

一
方
、
一
昨
年
７
月
の
新
潟
県
で

◆
保
険
料
の
納
め
方

　

国
（
社
会
保
険
庁
）
か
ら
送
付
さ

れ
た
納
付
書
で
、
全
国
の
金
融
機
関

や
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
、
社
会
保
険
事
務
所
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
保
険
料
を
あ
ら
か
じ
め
６

カ
月
、
１
年
分
単
位
で
納
め
る
と
割

引
さ
れ
る
「
前
納
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。

◆
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
の
ご
利

用
を

　

納
め
忘
れ
が
な
い
口
座
振
替
が
ご

利
用
に
な
れ
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、
直
接
、
金
融
機
関
や
郵
便
局
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
毎
月
納
付
を
、
通
常
行
っ

て
い
る
「
翌
月
末
引
落
し
」
か
ら

「
当
月
末
引
落
し
」に
変
更
す
る
と
、

１
カ
月
当
た
り　

円
の
割
引
に
な
り

５０

ま
す
。
さ
ら
に
、
口
座
振
替
で
６
カ

月
・
１
年
前
納
を
す
る
と
現
金
納
付

よ
り
割
引
に
な
り
ま
す
。

◆
不
審
電
話
に
ご
注
意
を

　

最
近
、
社
会
保
険
事
務
所
の
職
員

を
装
い
、
皆
さ
ん
の
個
人
情
報
を
聞

き
出
す
よ
う
な
不
審
電
話
が
増
え
て

い
ま
す
。

　

社
会
保
険
事
務
所
で
は
問
い
合
わ

せ
を
す
る
際
に
は
、
担
当
部
署
と
氏

名
を
名
乗
る
よ
う
徹
底
し
て
い
ま

す
。
万
が
一
、
不
審
と
思
わ
れ
る
電

話
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
場

で
回
答
を
し
な
い
で
社
会
保
険
事
務

所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
先
＝
八
王
子
社
会
保
険
事

務
所
（
�　

・　

・
３
５
１
１
）

０４２

６２６

　

私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮

ら
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
が
、
老

後
は
必
ず
や
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、

病
気
や
け
が
で
障
害
の
あ
る
状
態
に

な
っ
た
り
、
一
家
の
担
い
手
を
失
う

と
い
っ
た
不
慮
の
事
故
が
、
い
つ
お

そ
っ
て
く
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

年
金
制
度
は
、
老
後
や
不
慮
の
事

故
の
際
に
、
お
互
い
に
助
け
合
う
制

度
で
す
。
広
報
今
号
で
は
、
年
金
制

度
の
主
な
点
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
国
民
年
金
は
み
ん
な
が
加
入
者
で

す
　

国
民
年
金
に
は
、
日
本
国
内
に
住

む　

歳
か
ら　

歳
に
な
る
ま
で
の
す

２０

６０

べ
て
の
方
が
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

▼
あ
な
た
は
、
ど
の
被
保
険
者
で
す

か
　

保
険
料
の
納
め
方
の
違
い
な
ど
に

よ
り
、加
入
者
は
第
１
号
被
保
険
者
、

第
２
号
被
保
険
者
、
第
３
号
被
保
険

者
の
３
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

○
第
１
号
被
保
険
者

　

自
営
業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
等

○
第
２
号
被
保
険
者

　

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
る
会
社
員
や
公
務
員
等

○
第
３
号
被
保
険
者

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る　

〜　

歳
の
配
偶
者　

２０

６０

※
次
の
方
は
希
望
す
れ
ば
加
入
（
任

意
加
入
）
で
き
ま
す

�　

歳
以
上
で
老
齢
厚
生
年
金
の
受

６０
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い

か
、
満
額
の
年
金
に
満
た
な
い
方

�　

〜　

歳
の
外
国
に
住
む
日
本
人

２０

６５

▼
国
民
年
金
保
険
料
は
１
カ
月
１
万

３
千　

円
で
す
（
平
成　

年
度
）

８６０

１８

　

第
１
号
被
保
険
者
の
方
は
、
保
険

料
を
自
分
で
納
め
な
い
と
、
将
来
年

金
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
第
２
号
・

第
３
号
被
保
険
者
の
方
は
、
加
入
す

る
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
な
ど
の
制

度
が
ま
と
め
て
負
担
す
る
の
で
、
自

分
で
納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
第
１
号
被
保
険
者
で
将
来

の
年
金
を
多
く
受
け
た
い
方
は
、
１

カ
月　

円
の
付
加
保
険
料
を
納
め
る

４００

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
へ

▼
全
額
・
一
部
免
除

　

申
請
し
て
承
認
を
受
け
る
と
保
険

料
が
全
額
ま
た
は
一
部
免
除
さ
れ
ま

す
。
承
認
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
に
基

づ
き
判
定
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
の
免

除
を
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
を

受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
含
ま

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
部
免
除
を
承
認
さ
れ

た
期
間
は
、
納
付
す
べ
き
保
険
料
を

納
付
し
な
い
場
合
は
、
未
納
期
間
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
つ
い

て
は
、
全
額
免
除
さ
れ
た
期
間
は
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
の
「
３

分
の
１
」、
４
分
の
３
免
除
は
「
２
分

の
１
」、
半
額
免
除
は
「
３
分
の
２
」、

４
分
の
１
免
除
は
「
６
分
の
５
」
と

し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

▽
持
ち
物
＝
年
金
手
帳
、
審
査
対
象

者
の
平
成　

年
中
の
所
得
証
明
書

１７

（
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
転
入
さ

１８

れ
た
方
の
み
）、
印
鑑

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
〜　

歳
未

３０

満
の
方
が
対
象

　
　

歳
未
満
の
本
人
お
よ
び
配
偶
者

３０
の
所
得
が
全
額
免
除
基
準
以
下
の
場

合
は
、
同
居
し
て
い
る
世
帯
主
の
所

得
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
し
て
承
認

さ
れ
れ
ば
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

　

保
険
料
を
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間

に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
持
ち
物
＝
年
金
手
帳
、
審
査
対
象

者
の
平
成　

年
中
の
所
得
証
明
書

１７

（
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
転
入
さ

１８

れ
た
方
の
み
）、
印
鑑

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
校
法
人
等
の
学
生
は
、
本
人
の

前
年
所
得
が　

万
円
以
下
の
場
合
、

１１８

申
請
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
保
険
料
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
を
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間

に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。
申
請
は
毎
年
度
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
持
ち
物
＝
学
生
証
、
年
金
手
帳
、

印
鑑

　

以
上
、
い
ず
れ
も
保
険
料
を
免
除

ま
た
は
納
付
猶
予
さ
れ
た
期
間
に
つ

い
て
は
、　

年
以
内
で
あ
れ
ば
一
定

１０

の
金
額
を
加
算
し
て
保
険
料
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▽
問
合
せ
先
＝
保
険
年
金
課
年
金
係

●こんなときには届け出を忘れずに

届　出　方　法必 要 な 手 続 きこ ん な と き

社会保険事務所から送付される
「国民年金のご案内（加入届）」を
記入のうえ、保険年金課へ提出を

厚生年金や共済組合に加入していない
方や学生は、加入手続きが必要です

２０歳になったとき

年金手帳、印鑑、離職証明などの
退職日のわかる書類を持参のう
え、保険年金課へ届け出を

厚生年金や共済組合に加入していた方
が、退職したときは第１号被保険者へ
の変更手続きが必要です

６０歳になる前に会社など
を退職したとき

厚生年金や共済組合に加入していた配
偶者が退職したときは、扶養されてい
た方（第３号被保険者）も第１号被保険
者への変更手続きが必要です

配偶者が退職したとき

年金手帳、印鑑、扶養からはずれ
た日のわかる書類を持参のうえ、
保険年金課へ届け出を

収入が増えたり、離婚等により配偶者
の扶養（第３号被保険者）でなくなった
ときは、第１号被保険者への変更手続
きが必要です

配偶者の扶養（第３号被保
険者）でなくなったとき

配偶者の勤務先へ届け出を
厚生年金や共済組合に加入している配
偶者の扶養（第３号被保険者）になった
ときは、配偶者の勤務先へ届出します

配偶者の扶養（第３号被保
険者）になったとき

印鑑、基礎年金番号のわかる書類
または身分証明書を持参のうえ、
保険年金課へ届け出を（お急ぎの
場合は直接八王子社会保険事務所
で申請を）

第１号被保険者は「年金手帳再交付申請
書」を提出すれば、後日、年金手帳は八
王子社会保険事務所より郵送されます

年金手帳をなくしたとき

の
豪
雨
水
害
も
記
憶
に
新
し
い
と
こ

ろ
で
す
。

　

も
し
も
日
野
市
で
同
様
の
自
然
災

害
に
襲
わ
れ
た
場
合
で
も
、
的
確
に

対
応
が
で
き
る
よ
う
に
、
災
害
へ
の

備
え
及
び
活
動
の
体
制
の
見
直
し
を

行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
は
、
防
災
情
報
セ
ン
タ

ー
内
防
災
課
、
市
内
各
図
書
館
で
閲

覧
及
び
概
要
版
の
配
布
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
防
災
課
（
�　

・
１

５８５

１
０
０
）

社
会
保
険
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民
年年年年年年年年年年
金金金金金金金金金金
のののののののののの
手手手手手手手手手手
続続続続続続続続続続
きききききききききき
はははははははははは
忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘
れれれれれれれれれれ
ずずずずずずずずずず
にににににににににに

国
民
年
金
の
手
続
き
は
忘
れ
ず
に


